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関 自 監 貨 第 88号
平 成 28年 8月 5日

有限会社 川崎商事運輸
代表取締役 り|1崎  正 和 殿

関東運輸局長 持 永 秀

貴社の経営する一般貨物自動車運送事業について、下記 2の とおり貨物自動車運送事業
法等関係法令に違反する事実がありましたので、貨物自動車運送事業法に基づく不利益処
分を行う予定です。

このため、これに対する弁明をしようとする場合は、所定の期限までに弁明書を提出さ
れるよう行政手続法第30条の規定に基づき通知します。

記

1.予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

貨物 自動車運送事業法第 33条に基づく事業用自動車の使用停止処分

2.不利益処分の原因となる事実

別紙のとお り

3.弁明書の提出先及び連絡先

〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町 3540
関東運輸局 神奈川運輸支局 (監査担当)

(0,45-939-6802)

4.弁明書の提出期限

平成)8年 3月 /7日

5。 その他

証拠書類等を提出する場合は、弁明書の提出期限までに提出して下さい。

弁 明 書 の 提 出 に つ い て
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別紙

不利益処分の原因となる事実及び 「貨物 自動車運送事業者に対 し行政処分等を行 うべき違反行為及
び 日車数等」に基づ く予定処分 日車数

(羊
磯 Ъ l‐1:〒子『 公ど

に行った監査時における  本社営業所  に係るもの)
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基準日車等 適  用番号
不利益処分の原因となる事実
(適   用   条   項)

20日 車 各事項の未遵守
計 16件以上

運転者の過労防止に関する措置が、次の事項について不適

切であったこと。
①所定の拘束時間を超えて乗務していた者があったこと。
②仕業間の休息を十分にとらずに乗務していた者があったこ
と。

【各事項の未遵守計42件 1

(貨物自動車運送事業法第 17条第 1項 )

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第 3条第4項 )

10日 車 把握不適切 5
0%以上

運転著万覆戻状態の把握が不適切であつたこと。

【把握不適切71% 38件 中27件】

(貨物自動車運送事業法第 17条第 1項 )

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第 3条第 6項 )

10日 車

警告

警告

未実施 20件以
上49件以下

一部記録な し

記載事項等の不
備

¬
ｎ
一ｐ

」

~蕉
呼万戻而τてlス ないものがあり、点呼の実施結果の記録

が不適切であったこと。

【未実施件数1620件中401件】
【点呼回数100回に対する未実施件数24件】

(貨物自動車運送事業法第 17条第 3項 )

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第 7条 )

４

，

乗務等の記録について、次の事項の記録が不適切であった
こと。
①乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに乗務した距離
②休憩又は睡眠をした地点及び日時

(貨物自動車運送事業法第 17条第 3項 )

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第 8条第 1項 )

警告 記載事項等の不
備

運転者に対する国土交通大臣が告示で定める輸送の安全確
保についての指導監督及び実施結果の記録が不適切であった
こと。

(貨物自動車運送事業法第 17条第 3項 )

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第 10条第 1項 )

【実施状況1/2未満】

10日 車

警 告

大部分不適切

一部記録なし

＾
０

運転者に対する国土交通大臣が告示で定める特別な指導
(高齢)を していなかったこと。

【実施状況 1/2未満】

(貨物自動車運送事業法第 17条第 3項 )

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第 10条第 2項 )

10日 車 大部分不適切
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7

| ≡転者に対 し、国土交通大臣が告示で定める適性診断 (初

離・高齢)を受けさせていなかったこと。

|【受診なし6名 】

(貨物自動車運送事業法第 17条第 3項 )

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第 10条第 2項 )

10日 車 受診なし2名 以
上

8

運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習を受けさせ
ていなかったこと。

(貨物自動車運送事業法第 17条第 3項 )

(貨物自動車運送事業輸送安全規則第 23条第 1項 )

10日 車 講習受講義務違

反

9

重大事故の報告を怠っていたこと。

(貨物自動車運送事業法第 24条 )

(自 動車事故報告規則第 3条第 1項 )

10日 車 未届出

10

認可を受けないで事業計画 (自 動車車庫の新設)の変更を
行っていたこと。

(貨物自動車運送事業法第 9条第 1項 )

20日 車 営業所との距離
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予定処分 日車数 110日 車

備考
0「予定処分日車数」については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」
(平成 21年 9月 30日 付け関東運輸局長公示、以下 「処分基準」という。)記 2に定めるところ
より算出したものである。
「基準日車等」については、「処分基準」及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行う
き違反行為及び日車数等について」 (平成 21年 9月 30日 付け関東運輸局長公示)に よるもの
ある。
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